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鳥海ダムの基本計画の変更について 
河 川 砂 防 課 

 

１ 概要 

・鳥海ダムの建設に関する基本計画の変更について、令和

５年５月２９日付けで国土交通大臣から知事に意見を求

められた。 
・基本計画の変更に対する知事意見の提出については、特  

定多目的ダム法（昭和３２年法律第３５号）第４条第４  

項の規定に基づき、議会の議決を経る必要がある。 
 
２ ダム建設事業概要 

・建設地：子吉川水系子吉川（由利本荘市鳥海町百宅） 

・目 的：洪水調節、流水の正常な機能の維持、水道、発電 

 

３ 経緯 

昭和４５年 秋田県が予備調査を開始 

昭和６３年 国が予備調査を開始 

平成 ５年 実施計画調査着手 

平成３０年 鳥海ダムの建設に関する基本計画 告示 

令和 元年 工事用道路工事着手 

令和 ４年 仮排水トンネル転流開始 

 

４ 基本計画変更内容 

（１）総事業費及び工期の変更 

 現 行 変 更 

総事業費 約１，１００億円 約１，９９０億円 

工  期 Ｈ５～Ｒ１０ Ｈ５～Ｒ１４ 

県負担額 約１８２億円 約３２９億円 
 

 

 

（２）主な理由 

  Ⅰ 社会的要因の変化によるもの    約３２６億円 
Ⅱ 現場条件の変更等によるもの    約２９７億円 
Ⅲ 関係機関との協議・調整によるもの 約１７２億円 
Ⅳ 将来の事業費の変動要因への対応  約１４０億円 

 Ⅴ コスト縮減           △約 ４５億円  
               合 計 約８９０億円 

 
５ 工事進捗状況 

・令和５年５月１５日現在の状況 
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